
第８回須賀川市教育委員会 会議 

・令和４年８月２４日（水曜日） 

・市役所庁舎４階大会議室Ａ 

議事日程第１号 

          令和４年８月２４日（水曜日）午後３時５０分 開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 教育長報告 

日程第３ 議案第16号 須賀川市教育振興基本計画策定会議設置要綱の一部を改正 

           する要綱 

日程第４  議案第17号 須賀川市保育所条例の一部を改正する条例 

日程第５ 議案第18号 須賀川市認定こども園条例の一部を改正する条例 

日程第６ 議案第19号 令和4年度一般会計補正予算（第4号） 

 

出席者（４人） 

      教育長            森合義衛 

     １番委員          阿部昭光 

     ２番委員          関根真吾  

     ３番委員          須田由利子 

      

欠席者（１名） 

４番委員          渡辺由美子 

 

説明のため出席した者 

     教育部長          角田良一 

     学校教育課長        野原光弘 

     こども課長         板橋圭寿 

     生涯学習スポーツ課長    熊田保 

教育総務課主幹兼課長補佐  上田孝夫 

 

事務局職員出席者 

     教育総務課総務係長     有我広美 

 

○ 教育長(森合義衛)第８回須賀川市教育委員会会議の開会を宣言し、議事に入る。

（午後３時５０分 開会） 

 

日程第１ 会期の決定 

 



○ 教育長（森合義衛）会期を提案し、本日1日と決定する。 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○ 教育長（森合義衛） 

  それでは、私の方から１点ほど報告させていただきます。 

 

１ 夏季休業中の学校の様子と第２学期の始業について 

まずはじめに、今ほど行われました「青少年人材育成派遣事業」終了報告会へのご

参加、ありがとうございました。海外への派遣は叶わなかったものの、１４名の派遣

生徒それぞれが、北海道の大地の中で、人種・人権や自然との共生などについて考え

を深めることができたものと思います。今後とも彼らの活躍に期待したいと思いま

す。 
さて、市内すべての学校において、本日８月２４日をもって３５日間の夏季休業が

終わり、明日、８月２５日（木）から第２学期の授業がスタートします。 
本日までに児童生徒・教職員とも大きな事故等の報告はなく、夏休みを満喫できて

いるものと捉えております。 
ただし、新型コロナウイルス感染症については、全国的に多数の罹患者が確認され

ている状況が続いておりますが、本市の児童生徒の罹患状況としては、夏季休業が始

まった７月下旬をピークに減少傾向が確認できております。しかし、明日より、各学

校等において教育活動が再開されるなか、学校での感染拡大防止について、改めて注

力するよう、指導を続けてまいります。 
各学校等における夏季休業中の具体的な感染状況は後ほど各課長より報告させま

す。 
また、中体連大会や小中学校音楽祭での活躍の様子も、後ほど、学校教育課長より

報告させますので、よろしくお願いいたします。 
最後に、第２学期は、明日から１２月２３日（金）までの１２１日間、各学校とも学 
習発表会や文化祭、中体連新人大会など大きな行事が続く学期となります。また、年 
間最長の学期である分、学習面でも大きな成果が期待できる学期であり、日々の教育 
活動を工夫し、子どもの成長を効果的に支援できるよう指導を続けてまいりますの

で、改めましてご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第２ 教育長報告については了承願います。 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第３ 議案第16号 須賀川市教育振興基本計画策定会

議設置要綱の一部を改正する要綱 から 日程第６ 議案第19号 令和4年度須

賀川市一般会計補正予算（第4号）についてまでを議題とする。 

  本件は、市議会への提出案件等のため、須賀川市教育委員会会議規則第18条第1



項の規定により秘密会として審議することを提案し、秘密会をすることを決定す

る。 

   （事務局で入口を封鎖する。） 

 

日程第３ 議案第16号 須賀川市教育振興基本計画策定会議設置要綱の一部を改正

する要綱 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第３ 議案第16号 須賀川市教育振興基本計画策定会議

設置要綱の一部を改正する要綱についてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 

〇 教育部長（角田良一）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第16号については、原案のとおり可

決する。 

 

日程第４ 議案第17号 須賀川市保育所条例の一部を改正する条例 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第４ 議案第17号 須賀川市保育所条例の一部を改正す

る条例についてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（角田良一）議案に基づき説明する。 

 

  ―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第17号については、原案のとおり可

決する。 

 

日程第５ 議案第18号 須賀川市認定こども園条例の一部を改正する条例 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第５ 議案第18号 須賀川市認定こども園条例の一部を

改正する条例についてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（角田良一）議案に基づき説明する。 

 

  ―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 



○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第18号については、原案のとおり可 

決する。 

 

日程第６ 議案第19号 令和4年度須賀川市一般会計補正予算（第4号） 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第６ 議案第19号 令和4年度須賀川市一般会計補正予 

算（第4号）についてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（角田良一）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第19号については、原案のとおり可 

決する。 

 

  以上により、本日の日程を終了し、第８回須賀川市教育委員会会議の閉会を宣言

する。 

（午後４時６分 閉会） 

 

  



（ 令 和 ４ 年 第 ８ 回 分 ） 

 

●閉会後の意見交換事項（午後４時２９分 終了） 

 

１ 市内学校の感染症罹患状況について（令和4年7月21日(木)～8月 19日(金)） 

（野原学校教育課長説明） 

 

２ 岩瀬地区小中学校音楽祭（第１部合唱）について            

（野原学校教育課長説明） 

    

３ 東北中学校体育大会の結果について          

（野原学校教育課長説明） 

 

４ 各種大会の開催予定について              

（野原学校教育課長説明） 

 

５ 児童施設の新型コロナウイルス感染症罹患状況について        

（板橋こども課長説明） 

 

６ 第 19回須賀川市少年の主張大会結果について        

（熊田生涯学習スポーツ課長説明） 

 

７ ２０２２一輪車教室in須賀川アリーナの開催について    

（熊田生涯学習スポーツ課長説明） 

 

８ 第４６回子どもの祭典について        

（熊田生涯学習スポーツ課長説明） 

 

９ 「新しい須賀川市教育振興基本計画に関するアンケート」調査結果について 

                     （上田教育総務課主幹兼課長補佐説明） 


